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ベンチャー創造協議会の会員の皆様から頂いた情報を共有致します！ 

  

□■□∞∞── イスラエル イノベーションフォーラム “Go Israel” ──∞∞□■□ 

  

概要： 

【“第 2 のシリコンバレー”の最先端動向を知り、現地 IoT ベンチャー企業と出会う】本フォー

ラムでは、第 1 部で、イスラエルの概要・動向についてご紹介するとともに、イスラエル進出で

先端を走る日本企業および投資家の目線から、その魅力やシリコンバレーとの違い、イスラエル

企業と連携する上でのポイント等についてゲストをお呼びしご紹介いたします。 

第 2 部では、「IoT、サイバーセキュリティ」をテーマに、現地のベンチャー企業を招き、各社か

らのピッチ（プレゼンテーション）を実施し、その具体的な魅力を体感頂きます。 

日時： 2016 年 4 月 8 日（金） 13:30～17:30 

会場： 丸ビルホール （東京都千代田区丸の内 2-4-1 丸ビル 7F） 

費用： 無料 

主催： デロイト トーマツ グループ / イスラエル大使館 経済部 

リンク・詳細： https://tohmatsu.smartseminar.jp/public/seminar/view/2977 

問い合わせ先： デロイト トーマツ コンサルティング合同会社  セミナー事務局 

E-mail dtc_seminar@tohmatsu.co.jp 
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……………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………… 

  

□■□∞∞──   都道府県でエンジェル税制の申請を受け付けます   ──∞∞□■□ 

  

◆概要： 

 個人投資家によるベンチャー企業への投資を促進するため、一定の要件を満たすベンチャー企

業への出資については、出資した個人に対して所得控除等の特例措置（いわゆるエンジェル税

制）が講じられておりますが、地方分権改革により、当該特例に関する手続は平成 28 年 4 月 1 日

から都道府県が行うことになりました。 

 具体的には、平成 28 年 4 月 1 日よりエンジェル税制の申請・相談窓口は都道府県に変更となり

ます。窓口が都道府県庁となることで、申請者・相談者の利便性の向上が期待されるとともに、

都道府県が実施する創業・ベンチャー支援策、中小企業施策と併せて実施することにより、地域

の実情に即した支援策の提供が期待されます。 

  

◆事務移譲日時： 

 平成 28 年 4 月 1 日～ 

 【移譲前申請窓口】各経済産業局 

 【移譲後申請窓口】各都道府県庁担当部署（窓口一覧はこちら→

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/contact/dl/todouhukenlist.pdf） 

  

◆リンク・詳細： 

 【事務移譲について】http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160328002/20160328002.html 

 【エンジェル税制について】http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/ 

  

◆問い合わせ先： 

 経済産業省 経済産業政策局 新規産業室 

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/contact/dl/todouhukenlist.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2015/03/20160328002/20160328002.html
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/


……………………‥‥‥‥‥・・‥‥‥‥‥………………… 

 


